
                                          平成２９年１２月吉日   
府内障害者就労支援機関 各位 

京都障害者就業・生活支援センター 
（京都市就労移行支援事業所ﾈｯﾄﾜｰｸ会議事務局） 

担当   戸田／清水／横田／光岡 
        TEL.  ０７５－７０２－３７２５                        

 

「総合支援法で創設される就労定着支援サービスに関するセミナー」のご案内 
 

日頃は、障害者就労支援の推進に御理解と御協力を賜り、厚くお礼申し上げます。 

さて、障害者総合支援法の改正により、平成30年4月から新たに障害のある方の就労支援施策と

して「就労定着支援サービス」が創設されます。これを受けまして、この度、京都府内の就労支援

機関の皆様を対象としたセミナーを下記のとおり開催することといたしました。 

 つきましては、広く参加を募りますので、貴機関において、関係者の皆様に御周知いただくとと

もに、セミナーへの参加につきまして御配慮いただきますようお願いいたします。 

  

記 
 

１ 日 時    平成３０年１月１９日（金） １３：３０～１６：４５ 
            
２  場    所   キャンパスプラザ京都 ５階 第 1講義室 

（京都市下京区西洞院通塩小路下る東塩小路町939） 

     

３ 主    催   京都府 

           京都障害者就業・生活支援センター 

              （京都市就労移行支援事業所ネットワーク会議 事務局） 

 

４ 内 容   13:30～13:45 行政説明  
京都府健康福祉部障害者支援課  

           13:45～15:45 講演及び質疑応答 
厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課 

                   就労支援係長 服部 剛 氏 
            「障害者総合支援法に基づく就労支援施策の動向について」 
              － 15:45～16:00 休憩  －           
           16:00～16:45 パネルディスカッション 
                   京都障害者雇用企業サポートセンター 
                   株式会社 島津製作所 
                   京都市内就労移行支援事業所 
                   ・就労支援センター ヒューマンプラス 
                   ・花水木 
                   ・ＬＩＴＡＬＩＣＯワークス京都駅前 
 
５ 対 象 者   京都府内の就労支援機関（就労移行支援事業所、就労継続支援 A型事業所、

就労継続支援 B型事業所、障害者就業・生活支援センター）の支援者及び市
町村職員 



                                    
６ 定 員  ２００名（先着順） 
 
７ 参 加 費  無料 
           
８ 参 加 方 法  参加申込書に御記入のうえ、郵送又はＦＡＸにてお申込みください。 
          ※申込希望者が２名以上の場合，各施設毎に取りまとめてお申込ください。 
 
９ 申 込 期 限  平成３０年１月１２日（金）（必着）まで 

※ 定員になり次第締め切らせていただきます。 
 

１０ 問合せ先   京都障害者就業・生活支援センター 
 〒６０６－０８４６ 京都府京都市左京区下鴨北野々神町２６番地 

                     北山ふれあいセンター内 

（京都市就労移行支援事業所ﾈｯﾄﾜｰｸ会議事務局 

／戸田・清水・横田・光岡） 

ＴＥＬ ： ０７５－７０２－３７２５ 
ＦＡＸ ： ０７５－７０２－８８７１ 

 

     
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


